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令和５年度防府市特別職報酬等審議会（第２回）会議録 

                  

日時 令和６年１月１７日（水） 

１９：００～１９：５０  

               場所 １号館３階南北会議室   

 
●出席委員（１０名） 

羽嶋 秀一（防府商工会議所 会頭）※会長 
石田 和雄（社会福祉法人防府市社会福祉協議会 会長） 
石丸 和美（山口県農業協同組合防府とくぢ統括本部 統括本部長） 
金丸 幸代 （連合山口県央地域協議会防府地区会議 マツダ労働組合山口県本部 組織部長） 

長峯  浩（東山口信用金庫 本店長） 
山縣 三紀（一般社団法人防府医師会 副会長） 
山崎 和代（防府市母親クラブ連絡協議会 会長）※会長職務代理 
山﨑 博英（防府市自治会連合会 会長） 
山田 まゆみ（防府市女性団体連絡協議会 副会長） 
吉井 秀一（公益社団法人防府青年会議所 直前理事長） 

●事 務 局 
白井 智浩（総務部長） 
宮本 松典（総務部次長） 
大倉 孝規（人事課長） 
森富 隆之（人事課長補佐） 
靍岡 俊樹（人事課人事研修係長） 
田中  塁（人事課給与厚生係長） 
山  敦美（人事課主任） 
松下 洋平（人事課主任） 
荒瀬  諒（人事課主任主事） 
 

 
１ 前回欠席委員の紹介 
２ 議事 
（会  長） みなさん、こんばんは。 

本日はお忙しい中、ご参会いただきまして誠にありがとうございます。 
皆さんの忌憚のないご意見をいただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 
それでは、審議に入る前に、本日の審議の進め方について、確認をし

ておきたいというふうに思います。 
前回は市長から受けた諮問事項等全般について、現状把握を中心に行
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い理解を深めたところでありますけれども、本日は前回に引続き、資料

の順番どおり、審議を進めたいというふうに思います。 
まずは、議員の報酬の額、次に、市長・副市長の給料・退職手当の額、

次に、行政委員の報酬の額について、審議をしていきたいと思っていま

す。 
そして、教育長、常勤監査委員及び上下水道事業管理者の給料及び退

職手当の額について、審議をしていきたいと思います。 
また、今回は審議会として答申をまとめていきたいと考えております

けれども、これに関して事務局の方で何かあればお願いいたします。 
（事 務 局） はい。事務局といたしましても、本日ご審議いただいた内容に基づき

答申案を作成し、委員の皆様にご確認いただきたいと考えております。 
つきましては、本日は答申案作成に向けた各報酬等の水準、考え方に

ついて、より具体的なご審議をお願いできたらと存じます。 
（会  長） はい、それでは、本日は答申案作成に向けて皆さんの意見をまとめて

いきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
まず、前回皆さんからいただいたご意見・ご質問の中で、事務局に追

加資料をお願いしたものがあったと思いますけれども、まず、これらに

ついて、事務局からまとめて説明をお願いします。 
＜配付資料により説明＞ 

（会  長） はい、ありがとうございました。 

今、事務局から説明がありましたが、ご意見・ご質問がありましたら、

それぞれの議題、今から進めていきますが、その時にご発言をお願いし

たいというふうに思います。 

それでは、各議題の審議に入ってまいります。       
 

（会  長） まずは、議員の報酬の額の審議に入ります。 

前回、平成１７年からずっと１８年間据置きとなっており、事務局か

ら説明があったとおり、人事院勧告での１０年間累計で２.８３％上がっ

ているということがある中で、議員の報酬の額を上げるということで検

討した方が良いのではないかという方向でご意見を頂いているところで

ありますが、いかがでしょうか。 

（ Ａ 委員） 先ほど事務局の方で市役所の財政状況の説明があったとおり、最近黒

字化がすごい続いているということもありまして、なおかつ近年におい

ては報酬等が改定されていないということで、行政の健全化も良いとい

うことで、増額には賛成でございます。以上でございます。 

（会  長） はい。ありがとうございます。賛成ということでございますが、ほか
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の方、何かございますか。 

よろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） それでは、改定の実施時期については、いかがでしょうか。 

前回、遡及はしないとの話がありましたが、事務局から何かございま

すでしょうか。 

（事 務 局） 昨年の答申にありましたが、社会経済情勢や本市の財政状況、国や他

市との均衡等に配慮した報酬等の額の適正な水準を維持するため、本審

議会については定期的に開催する予定です。このため、報酬等の改定は、

年度単位と考えており、多くの自治体が採用している、翌年度当初の、

４月１日実施が一般的だと考えております。 

（会  長） 今、事務局から、４月１日からが一般的だという説明がありました。 

皆さん、いかがでしょうか。 

（ Ｂ 委員） 年度初めの４月１日でいいと思います。 
（会  長） ありがとうございます。その他ありませんか。 
（会  長） 議員の報酬の額について方向性は出すことができたかというふうに思

いますがいかがですか。よろしいですか。 
それでは、議員の報酬の額については、事務局案のとおりといたしま

す。 
また、改定の実施時期については、令和６年４月１日としますが、よ

ろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） はい。ありがとうございます。 
 
（会  長） それでは次に、市長・副市長の給料の額についての審議に入ります。 

市長・副市長についても、前回、議員の報酬と同様に、給料の額を上

げるということで検討した方が良いのではという方向で話がありました

が、いかがでしょうか。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長） 皆さん、満場一致ですね。ありがとうございます。 
それでは改定の時期を確認したいと思いますが、改定の実施時期は議

員と同様に４月１日からで、よろしいでしょうか。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長） ありがとうございます。皆さん、首を縦に振っていただいたので。市

長・副市長の給料の額についての方向性は出たということになるのでは

ないかと思います。それでは、まとめて、市長・副市長の給料の額につ

いては、事務局案のとおりといたします。 
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改定の実施時期につきましては、令和６年４月１日といたします。 
皆さん、よろしいですね。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） はい。ありがとうございました。 
 
（会  長） それでは次に、市長・副市長の退職手当の額の審議に入りたいと思い

ます。 
市長・副市長の退職手当は、前回、昨年、算出方法を改定されたばか

りなので、算出方法については変更しない。給料の増額に合わせた増額

ということでご意見を頂きました。 
いかがでしょうか。皆さん方のご意見を伺っていきたいと思います。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長） それでは、算出方法については変更しない。給料の額に連動した増額

ということで進めさせていただきます。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長） ありがとうございます。 
 
（会  長） それでは次に、行政委員の報酬の額の審議をしてまいりたいと思いま

す。 
行政委員についても同様に報酬を上げるということで検討した方が良

いのではないかという方向でご意見を頂いております。 
また、改定の実施時期は議員等と同様に４月１日からということで、

いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
（ Ｃ 委員） 議員・市長・副市長は千円未満の切り捨てとなっておりますけれども、

行政委員さんは、これは金額が少ないから百円未満の切り捨てというこ

とでよろしいですね。 
（事 務 局） そのとおりでございます。 
（会  長） そういうことだそうです。その他ありませんか。それでは、行政委員

の報酬の額については、事務局案のとおりとし、改定の実施時期につい

ては、令和６年４月１日といたします。よろしいですか。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長） ありがとうございます。 
 
（会  長） では次に、教育長、常勤監査委員及び上下水道事業管理者の給料の額

の審議に入りたいと思います。 
こちらについても、前回、議員・市長・副市長の給料が上がるのであ

れば、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者も上げるということ

でということでご意見を頂いておりますが、いかがでしょうか。 
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＜異議なしの声＞ 
（会  長） ２.８％増額ということでございますが、改定の実施時期については４

月１日からで、よろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） それでは、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者の給料の額に

ついては、事務局案のとおりといたします。 
また、改定の実施時期については、令和６年４月１日といたしますが、

よろしいですか。     
＜異議なしの声＞ 

（会  長） ありがとうございます。 
 
（会  長） それでは次に、教育長、常勤監査委員及び上下水道事業管理者の退職

手当の額の審議にはいります。 
教育長、常勤監査委員及び上下水道事業管理者は、昨年度は議題とな

っておらず、改定されていないので、市長・副市長と同様の算出方法に

改定したらどうか、というご意見を頂きました。いかがでしょうか。お

伺いいたします。 
（ Ｄ 委員） 事務局にちょっとお尋ねいたします。この表を頂いて見ましたところ、

教育長の支給率が、２７ということで、端数がついておりますよね。市

長さん、副市長さん、ほかの方は丁度切りがいいような数字になってお

るんですけれども、この２７には何か意味合いがあるのでしょうか。お

尋ねいたします。 
（事 務 局） 平成１７年に給料・退職手当の減額改定をしたときに、支給率を見直

しており、給料の額を基に、市長が１００分の６０から１００分の５０

に、副市長が１００分の４５から１００分の４０に、教育長と、この当

時は水道事業管理者でしたが１００分の３０から１００分の２７に、常

勤監査委員は１００分の２０のままとなっています。なお、水道事業管

理者につきましては、令和２年に再設置した際に、上下水道事業管理者

となっており、給料額が５７万円となり、常勤監査委員の給料とほぼ同

額となっていることから、支給率を１００分の２０としている経緯がご

ざいます。 
（会  長） 今の説明でよろしいですか。 
（ Ｃ 委員） 今の事務局の説明でいくとですね、給料の額で支給率を決めているよ

うなのですが、そういった形でよろしいですね。 
（会  長） 事務局お願いします。 
（事 務 局） 概ね給料額に応じた支給率となっていると考えています。 
（ Ｃ 委員） それでしたらですね、今、副市長が７４万５千円で１００分の４０、

常勤監査委員が５５万９千円で１００分の２０という形になっています
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ね。今、ちょっと計算するとですね、教育長は、６５万円の給料となっ

ているんですけれども、副市長と常勤監査委員の平均が約６５万円とな

っているんですよね。ということになると、支給の割合も、１００分の

４０と１００分の２０の平均で１００分の３０にしたほうが妥当ではな

いかというふうに思うんですけれども。一応これは提案という形での意

見です。 
（会  長） 今、提案がありましたが、教育長の支給率を、副市長の４０と常勤監

査委員の２０の平均というか、中をとって、１００分の３０にしてはど

うか、切りのいい数字ということですね。そういう意見ですが、事務局

にお尋ねしますが、ちなみに、１００分の３０にした場合は、金額的に

はどのくらいになりますか。 
（事 務 局） 給料月額６６８，０００円で、それに在職月数３６を掛けまして、 

１００分の３０を掛けると７，２１４，４００円となります。差額が 
７２１，４４０円ほど、今のご提示している金額から増額します。 

（会  長） どうですか。よろしいですか。 
（ Ｃ 委員） 予算的に大丈夫だったら、そういうふうにしたほうがいいと思います。 
（会  長） 皆さん、いかがでしょうか。 
（ Ｄ 委員） 今、１００分の３０という話がありましたけれども、これでほかの方

との調整が取れて財政の方も出せるのであれば、私は１００分の３０が

いいんじゃないかと思います。よろしくお願いします。 
（会  長） 賛成という意見でしたが、ほかの皆さん、ご意見はございませんか。 

＜異議なしの声＞ 
（ Ｅ 委員） 一個だけ確認があります。そうなると、そもそも一番最初の支給率の

部分に関して、何をもってその支給率の数値を決められたのか。今一度

ご説明を、お願いします。 
（会  長） 事務局説明をお願いします。 
（事 務 局） 県内他市や類似団体等と退職手当の額、支給率を比較しながら、決定

していると思われます。考え方としては、給料の順番が、市長、副市長、

教育長、その次に上下水道事業管理者、常勤監査委員の順番になってい

ます。それに対して支給率が５０・４０、今回の教育長でいくと３０、

上下水道事業管理者と常勤監査委員が２０と、額に応じた考え方として

おります。 
（会  長） ということですが、よろしいですか。 
（ Ｅ 委員） そうなると、そういった形で設定されているということになると、財

政上問題ないのであれば、今ご提案頂いているような数値であっても、

私は問題ないと認識しております。 
（事 務 局） 先ほど財政のところでご説明したように、この金額の増であれば財政

上直ちに問題となるという認識はございません。 
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（事 務 局） 補足させていただきます。今、一生懸命、財政査定、予算査定をして

おります。ただマクロでみて、先ほどのいわゆる他市と、市として全国

的な健全化判断比率等で見た場合には、防府市はある程度健全な財政運

営をやっているという中で、７０万円が増えるから財政的に吸収できる

かできないかといわれたときにですね、簡単に、はいそうですというわ

けではないですけれども、なんとか報酬、もっというと職員自体の給料

が今、大幅に人勧で上がりますし、会計年度任用職員の関係も大幅に上

がっています。そういった中で、妥当な位置づけにはしていく必要があ

ろうということで、財政的に大丈夫かといわれると非常に厳しい中でも

なんとか頑張りますというトーンにはなりますけれども、７０万円は十

分、予算全体５００億円レベルの中で見ればなんとか捻出できますとい

うことで、決して余裕があるわけではないということで理解していただ

きたいと思います。 
（会  長） ありがとうございました。余裕があるわけではないが、どうにか頑張

ってみようというところであろうかというふうに察するわけであります。

よろしいですか。そのほかご意見・ご質問なりあれば。よろしいですか。

まだご意見言われてない方、大丈夫ですか。 
＜全員うなずく＞ 

（会  長）  はい。分かりました。その他、ご異議がないようであれば、教育長の

支給率については、１００分の３０に見直す方向でよろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） はい。ありがとうございます。それでは、改定の実施時期についても 
４月１日からということで、よろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） はい。ありがとうございます。それでは、教育長、常勤監査委員、上

下水道事業管理者の退職手当の額については、市長・副市長と同様の考

え方による算出方法に変更することとしたいと思います。 

ただし、教育長については、支給率を１００分の３０とし、改定の実

施時期については、令和６年４月１日といたしますが、再度確認をいた

しますが、よろしいですか。 

＜異議なしの声＞ 
（会  長） ありがとうございます。 
 
（会  長） その他、全体を通じて、なにかご意見等ございませんか。 
（ Ｃ 委員） すいません。今回ですね、諮問の事項に入ってなかったと思うんです

けども、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者、これについても、

次回からは、この審議会で協議ができるようにしていったほうがいいの

ではないかという提案でございます。 
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（会  長） はい。今、 Ｃ 委員から意見が出ました。本審議会の諮問事項に入れ

て協議したほうがいいのではなかろうかということでありますが、いか

がですか。 

事務局としては、どうですか。 

（事 務 局） 教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者の給料・退職手当の額に

ついては、特に退職手当が改正されていなかったこともありましたので、

諮問事項に入れることについては、必要性は感じております。 
（会  長） それでは、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者についても、

今後、市長・副市長と同様に、諮問事項に入れるように進めてといくと

いうことでよろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 
ありがとうございます。 

 
（会  長） それでは、諮問事項等について意見が出そろいましたので、内容につ

いて皆さんに確認させていただきたいと思います。 
はい、それでは、まず、議員の報酬の額については、事務局案のとお

りとする。 
市長・副市長の給料・退職手当の額については、事務局案のとおりと

する。 
教育委員をはじめとする行政委員の報酬の額については、事務局案の

とおりとする。 
教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者の給料の額については、

事務局案のとおりとする。 
教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者の退職手当の額について

は、市長・副市長と同様の算出方法に変更する。 
ただし、教育長の支給率については、１００分の３０とする。 
改定の実施時期としては、全ての事項において、令和６年４月１日と

いたします。 
合わせて、今後は、教育長、常勤監査委員、上下水道事業管理者の給

料及び退職手当の額についても諮問事項に入れるように意見を付したい

と思います。 
以上のようなことでよろしいですか、皆さん。最終確認をいたします。 
＜全員うなずく＞ 
特にご意見がないようですね。分かりました。ありがとうございます。 

 
（会  長） その他、ご意見等あれば。 
（ Ｆ 委員） この特別職報酬等審議会、諮問を受けて、私たちは、職員の皆さんの

議員さんを含めて給料・退職手当等、考えていった訳ですが、それぞれ
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こうゆう意見なり、こういう数字とかいうものを何を根拠にしているの

かということで、事務局が提案されているかということで、当然、全国

的なレベルではどうなのか、あるいは山口県内ではどうなのかという資

料が出てきて、当然どの市も防府市と同じ人口くらいの１２万人くらい

の所で数字をあげてみたら、そんなに特別に高いわけでもなく低いわけ

でもない。これが妥当だろうなという数字が出てきております。ですか

ら私たちは、先ほどは教育長の退職手当を１００分の３０にしたらどう

かという部分については、確かにそういう細かく見ればそういう意見も

出てくるだろうけれども、全般的に防府市の市の職員、議員さんが、そ

んなに高くもない、そんなに低くもないというところを私たちは確認で

きたということが、私は、それで諮問を受けた、事務局が出されたこと

を審議申し上げられるということは非常に貴重な場であったというふう

に思います。ただ私が思うに、今、世の中非常に不景気だと言っている。

しかし、だんだん回復してきたよと、そういうとこから人勧が２.８％と

いう数字を上げてきた。ところが一般の企業とか一般の公務員以外のそ

ういうところから見れば、ある意味私は、そういう意見はうらやましい

な、というのが正直なところの感覚だろうと思う。となれば、ここの報

酬等審議会で諮問を受けて、こうだろうという意見は当然まとまるだろ

うと思っているんだけれども、ある意味で私は、防府市民の期待がここ

にかかっているんだということを前提に、私たちはきちっとここで皆さ

んの意見を統一し、議会に上げていただきたいという答申をしたという

ことだろうと思っています。そういう意味では、私たちが今こうして話

していることは、当然非常に大事なことであるけれども、一方では防府

市民はあなた方に期待しているんだよと、頑張ってもらえるんだよとい

う期待を込めて、ここで審議での諮問に対する答申を出したんだよとい

うことは大事にしていただきたいと思います。特に議員さん等には、こ

ういう部分の基本的な考えで私たちは出したんですよということは、ご

理解いただけるような形で出していただきたいというふうに思っていま

す。こうゆうことを言っては何ですけど、例えば不祥事とかが無いよう

に、そういう部分については、市民は非常に厳しくみている。であれば

余計にこうゆうものが改定されたときには、その覚悟なり、市民のため

に公務員とはどういう立場で、どうゆう覚悟で仕事してほしいのかとい

う市民の願いもきっちり伝えていかなければならない場ではあろうかと

いうふうに思っていますので、その辺のところだけはしっかり事務局の

ほうから、こういう意見があったということは、お伝えいただければと

いうふうに思っております。 
（会  長） ご意見、ありがとうございました。事務局の方ではしっかりとそうい

ったことを全般的に伝えられるように、そういう仕組でやっていただけ
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るようにお願いします。事務局、何か言うことがありますか。 
（事 務 局） そういったとこも含めて答申案を考えていきたいと思います。 
 
（会  長） ありがとうございました。それでは、ほかにはないですか。ないよう

でしたら、これで審議事項は全て終了したということになります。 
それでは、今後の予定について、事務局からお願いいたします。 

（事 務 局） それでは、本日、審議会の意見がまとまりましたので、これらの内容

を踏まえた答申案を事務局の方で作成させていただき、その内容を委員

の皆様に確認してまいりたいと思います。その後、昨年は第３回目を開

催しておりますが、今回は第３回目を開催することなく、羽嶋会長と山

崎職務代理者のお二人に代表していただき、市長に対して答申書をお渡

ししていただければと考えておりますがいかかでしょうか。 
（会  長） 昨年は、もう一度集まっていただいて、市長に答申したということで

すが、皆さんお忙しいことと思いますので、事務局で答申案を作成し、

委員の皆様にご確認した後に、私と職務代理者山崎委員の二人で市長に

答申ができたらと思いますが、よろしいですか。 
＜異議なしの声＞ 

（会  長） 委員の皆さん、引続き、ご協力をよろしくお願いいたします。 
（会  長） それでは、本日の審議会を閉じたいと思います。 

委員の皆様方には、長時間に渡りご意見をいただきまして、ありがと

うございました。 
進行を事務局にお返しいたします。 

（事 務 局） 委員の皆様、本日はお忙しい中、ご審議をいただき、誠にありがとう

ございます。 
 


